
中小企業等協同組合法施行規程

（銀行等共済募集制限先に該当しない法人）

第一条 中小企業等協同組合法施行規則（以下「規則」という。）第十五条第三項第一号イに規定す

る事業所管大臣が定める法人は、次に掲げるものとする。

一 国

二 地方公共団体

三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない

法人

四 特別の法律により設立された法人（前号に該当する法人を除く。）で国、同号に掲げる法人及

び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することが

できる法人

五 国若しくは都道府県の利子補給若しくは財政支援のある農業資金又は貸付けに関して地方公共

団体若しくはこれに準ずる機関の関与のある農業資金を借り入れている法人（他に事業に必要な

資金を借り入れているものを除く。）

（特例地域金融機関が講ずべき措置）

第二条 規則第十五条第三項第三号に規定する事業所管大臣が定める措置は、次に掲げるもののいず

れかとする。

一 銀行等（保険業法（平成七年法律第百五号）第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等を

いう。次号において同じ。）の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する

業務を行う者が、当該業務において応接する事業者（当該銀行等が事業に必要な資金の貸付けを

行っている者に限る。次号において同じ。）の関係者（当該事業者が常時使用する従業員及び当

該事業者が法人である場合の当該事業者の役員をいう。次号において同じ。）を共済契約者又は

被共済者とする共済契約（規則第十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げ

るものを除く。次号において同じ。）の締結の代理又は媒介を行わないことを確保するための措

置

二 銀行等の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当

該業務において応接する事業者の関係者を共済契約者又は被共済者とする共済契約の締結の代理

又は媒介を行った場合について、当該共済契約の締結の代理又は媒介が規則第十五条第二項第三

号に規定する共済契約の募集に係る法令等に適合するものであったことを個別に確認する業務を

行う者（事業に必要な資金の貸付け又は共済契約の募集に関して顧客と応接する業務を行わない

者に限る。）を本店又は主たる事務所及び主要な営業所又は事務所に配置する措置

（特例地域金融機関となることができる金融機関）

第三条 規則第十五条第四項に規定する事業所管大臣が定める金融機関は、次に掲げるものとする。

一 社団法人全国地方銀行協会又は社団法人第二地方銀行協会の会員である銀行

二 信用金庫

三 労働金庫

四 信用協同組合

五 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第三号（信用事業）の事業を

行う農業協同組合

六 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第四号及び第九十三条

第一項第二号（信用事業）の事業を行う漁業協同組合及び水産加工業協同組合

七 株式会社埼玉りそな銀行

八 日本振興銀行株式会社

九 株式会社新銀行東京

（特例地域金融機関が募集を行うことのできる共済契約及び金額）

第四条 規則第十五条第四項第二号に規定する事業所管大臣が定める共済契約は、次の表の中欄に掲

げるとおりとし、同号に規定する事業所管大臣が定める金額は、同表の中欄に掲げる共済契約の区

分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。

項 共 済 契 約 金 額

一 医師により人が疾病にかかったと診断さ 当該共済事故のうちの一の共済事故の発生につ

れたこと（以下この項及び四の項におい き百万円（診断等給付金であってその支払によ

て「疾病診断」という。）又は人が共済 り死亡給付金の全額が減額されることとされて

約款所定の介護を要する状態になったこ いるものがあるときは、百万円に当該死亡給付

と（以下この項及び四の項において「要 金の額を加算した額）



介護」という。）を共済事故とする共済

契約（次の項から四の項までに掲げるも

のその他疾病診断又は要介護以外の事実

を共済事故とするもの及び当該共済契約

に係る共済金その他の給付金（以下この

項において「診断等給付金」という。）

の支払により当該人の死亡を共済事故と

する共済契約に係る共済金その他の給付

金（以下この項において「死亡給付金」

という。）の額の全額が減額されること

とされているもの（死亡給付金の額が診

断等給付金の額を下回らないものに限

る。）を除く。）

二 人が入院したことを共済事故とする共済 次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、

契約 共済事故に係る入院一日につき当該イ又はロに

定める金額（一日を超える一定期間の入院を共

済事故として支払われる共済金その他の給付金

にあっては、一日当たりの額に換算するものと

する。）。ただし、共済契約者を同一とする共

済契約が当該イ及びロに掲げる共済契約のいず

れにも該当するときは、当該イに掲げる共済契

約について支払うことを約した金額と当該ロに

掲げる共済契約について支払うことを約した金

額との合計額は、一万円を超えることができな

い。

イ 共済事故に係る入院が特定の疾病の治療

のための入院に限られる共済契約 一万円

ロ イ以外の共済契約 五千円

三 人が手術その他の治療（健康保険法（大 次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、

正十一年法律第七十号）第六十三条第二 一の共済事故の発生につき当該イ又はロに定め

項第三号に規定する評価療養に該当する る金額。ただし、共済契約者を同一とする共済

ものを除く。）を受けたことを共済事故 契約が当該イ及びロに掲げる共済契約のいずれ

とする共済契約 にも該当するときは、当該イに掲げる共済契約

について支払うことを約した金額と当該ロに掲

げる共済契約について支払うことを約した金額

との合計額は、四十万円を超えることができな

い。

イ 共済事故に係る手術その他の治療の目的

が特定の疾病の治療に限られる共済契約 四

十万円

ロ イ以外の共済契約 二十万円

四 疾病診断又は要介護を共済事故とし、か 当該共済契約に係る共済金その他の給付金の支

つ、当該共済事故が発生した後の共済約 払の期間一月につき合計五万円（一月を超える

款所定の時期における被共済者の生存を 期間ごとに支払われる共済金その他の給付金に

共済事故とする共済契約 あっては、一月当たりの額に換算するものとす

る。）



備考

この表において「特定の疾病」とは、悪性新生物、心臓疾患及び脳血管疾患のうち少なくとも一

の疾病を含む十を超えない範囲内の数の疾病であって、共済事業（中小企業等協同組合法（昭和二

十四年法律第百八十一号。以下「法」という。）第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。）

を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が共済約款に定めているものとす

る。

（社債等の指定）

第五条 規則第百四十三条第三号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時において指定格

付機関（企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和四十八年大蔵省令第五号）第一条第十三号の二

に規定する指定格付機関をいう。附則第二条において同じ。）により、ＢＢＢ格相当以上の格付が

付与されているものとする。

２ 規則第百四十三条第五号に規定する事業所管大臣の指定するものは、取得時の直前の事業年度に

おける利益配当率が一割以上のものとする。

（既発生未報告支払準備金）

第六条 規則第百四十四条第一項第二号の行政庁が定める金額は、共済規程（法第九条の六の二第一

項に規定する共済規程をいう。以下同じ。）又は火災共済規程（法第二十七条の二第三項に規定す

る火災共済規程をいう。以下同じ。）に基づく共済の種類ごとに、それぞれ次の各号に掲げる金額

を平均した金額とする。ただし、当該平均した金額が零を下回った場合には、零とする。

一 支払準備金の計算の対象となる事業年度（以下「対象事業年度」という。）の前事業年度末の

既発生未報告支払準備金積立所要額（次項に規定する既発生未報告支払準備金積立所要額をいう。

以下この条及び次条において同じ。）に、対象事業年度の共済金支払額及び普通支払準備金の額

（規則第百四十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。以下同じ。）（以下「共済金支払額等」

という。）を対象事業年度の前事業年度の共済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られた

金額

二 対象事業年度の二事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払準備金積立所要額に、対象事業

年度の共済金支払額等を対象事業年度の二事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して得ら

れた率を乗じて得られた金額

三 対象事業年度の三事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払準備金積立所要額に、対象事業

年度の共済金支払額等を対象事業年度の三事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して得ら

れた率を乗じて得られた金額

２ 既発生未報告支払準備金積立所要額は、その計算の対象となる各事業年度の末日以前に発生した

共済事故に関し、当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業年

度の普通支払準備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支払準備金の額を控除した額をいう。

（自動車共済契約の既発生未報告支払準備金の算出）

第七条 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約（責任共済等（法第九条の六の二第

三項に規定する責任共済等をいう。）の契約を除く。）の既発生未報告支払準備金積立所要額は、

共済掛金率の算出基礎を同じくする共済の目的の区分ごとに、前条の規定により算出することがで

きる。

（異常危険準備金の積立基準）

第八条 規則第百四十五条第四項第一号に掲げる異常危険準備金（以下「異常危険準備金Ⅰ」という。

）は、共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごとに、次の各号に掲げるリスクの区分に応

じ当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

一 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡（死亡の原因を問わないすべての死亡をいう。以

下同じ。）に係る危険共済金額（共済金の共済契約上の額面金額から共済掛金積立金を差し引い

た金額をいう。以下同じ。）に千分の〇・〇六を乗じて得た額

二 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額（不慮の事故により死亡した場合に支払

われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に千分の〇・〇〇六

を乗じて得た額

三 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金（生存を事由として年金を支払うことを主たる目

的とする共済（共済契約者が法人であるものを除く。）をいう。以下同じ。）に係る共済掛金積

立金の金額に千分の一を乗じて得た額

四 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額（災害により入院した場合の一日当た



りに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に千分の十

六を乗じて得た額

五 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額（疾病により入院した場合の一日当た

りに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。）に千分の四

十を乗じて得た額

六 火災リスク、自動車リスク、傷害リスク及び風水災害リスク 当該事業年度におけるそれぞれ

のリスクに係る正味収入危険共済掛金（正味収入共済掛金（イに掲げる金額からロに掲げる金額

を控除した金額をいう。以下同じ。）のうち危険掛金部分に相当する金額をいう。以下同じ。）

に千分の五十を乗じて得た額（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第五十七条の五

第一項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができ

る限度額（以下「算入限度額」という。）を下回る場合にあっては、算入限度額）

イ 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金（当該共済掛金の

うちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額）及び再

共済返戻金又は再保険返戻金の合計額

ロ 当該事業年度に支払った、又は支払うべきことの確定した再共済掛金又は再保険料及び解約

返戻金の合計額

七 生命共済契約（規則第十五条第一項第一号に規定する生命共済契約をいう。以下同じ。）及び

身体障害共済契約（同項第六号に規定する身体障害共済契約をいう。以下同じ。）に係るその他

のリスク 共済規程に定める額（共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の正味収

入危険共済掛金（前各号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。）に千分の三十四を乗じて得た

額）

八 損害共済契約（規則第十五条第一項第五号に規定する損害共済契約をいう。以下同じ。）に係

るその他のリスク 共済規程又は火災共済規程に定める額（共済規程又は火災共済規程に記載の

ないものについては、当該事業年度の正味収入危険共済掛金（前各号に掲げるリスクに係る共済

掛金を除く。）に千分の五十を乗じて得た額）

２ 規則第百四十五条第四項第二号に掲げる異常危険準備金（以下「異常危険準備金Ⅱ」という。）

は、規則第百五十条第二号に掲げる額に千分の百を乗じて得た額及び責任準備金（同号の予定利率

リスクを有するものに限る。次条第二項において同じ。）の金額に千分の一を乗じて得た額の合計

額以上を積み立てるものとする。

３ 異常危険準備金Ⅰ又は異常危険準備金Ⅱのうち、次条の積立限度額を超えることにより積み立て

ない額がある場合には、これを他の異常危険準備金に積み立てることができるものとする。

（異常危険準備金の積立限度）

第九条 異常危険準備金Ｉの積立ては、共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごとに、次の

各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を限度とする。ただし、自然災害

を担保する共済契約その他積立限度を設けることが適当でない共済契約については、積立限度を設

けないものとする。

一 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済金額に千分の〇・六を乗じて得た

額

二 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額に千分の〇・〇六を乗じて得た額

三 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金に係る共済掛金積立金の金額に千分の十を乗じて

得た額

四 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額に千分の百六十を乗じて得た額

五 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額に千分の四百を乗じて得た額

六 火災リスク、自動車リスク及び傷害リスク 当該事業年度の正味収入危険共済掛金に二を乗じ

て得た額

七 生命共済契約及び身体障害共済契約に係るその他のリスク 共済規程に定める額（共済規程に

記載のないものについては、当該事業年度の正味収入危険共済掛金（前各号に掲げるリスクに係

る共済掛金を除く。）に千分の三百四十を乗じて得た額）

八 損害共済契約に係るその他のリスク 共済規程又は火災共済規程に定める額（共済規程又は火

災共済規程に記載のないものについては、当該事業年度の正味収入危険共済掛金（前各号に掲げ

るリスクに係る共済掛金を除く。）に二を乗じて得た額）

２ 異常危険準備金Ⅱの積立ては、規則第百五十条第二号に掲げる額及び責任準備金の金額に百分の

三を乗じて得た額の合計額を限度とする。

（異常危険準備金の取崩基準）

第十条 異常危険準備金Ｉは、次に掲げる場合を除き、取り崩してはならない。



一 危険差損（実際の危険率が予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。以下同じ。）

がある場合において、当該危険差損のてん補に充てるとき。

二 租税特別措置法第五十七条の五第七項の規定に基づき異常危険準備金の金額の一部が益金の額

に算入されたことにより税負担が生じた場合において、当該税負担に充てるとき。

三 異常危険準備金Ⅰの一部を財源として契約者割戻し（法第五十八条第六項に規定する契約者割

戻しをいう。以下同じ。）を行う場合において、当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充

てるとき。

２ 異常危険準備金Ⅱは、次に掲げる場合を除き、取り崩してはならない。

一 利差損（資産運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。以

下同じ。）がある場合において、当該利差損のてん補に充てるとき。

二 異常危険準備金Ⅱの一部を財源として契約者割戻しを行う場合において、当該契約者割戻しの

ための準備金の積立てに充てるとき。

（共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準）

第十一条 法第五十八条の四の規定により行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当で

あるか

どうかの基準は、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。

法第５８条の４第１号に掲げる額

１
（法第５８条の４第２号に掲げる額）×

２

（出資金、準備金等の計算）

第十二条 規則第百四十九条第一項第四号の行政庁が定める率は、百分の九十（特定共済組合（法第

九条の二第七項に規定する特定共済組合をいう。）、火災共済協同組合、法第九条の九第一項第三

号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会（法第九条の九第四項に規定する特定共済

組合連合会をいう。）（以下「特定共済組合等」と総称する。）が有するその他有価証券（財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表

等規則」という。）第八条第二十一項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。）の貸借対照

表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、百分の百）とする。

２ 規則第百四十九条第一項第五号の行政庁が定める率は、百分の八十五（特定共済組合等が有する

土地の時価が帳簿価額を下回る場合には、百分の百）とする。

３ 規則第百四十九条第一項第六号の行政庁が定めるものは、次の各号に掲げるものとし、当該定め

るものの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 解約返戻金等超過額 将来の共済金等及び契約者割戻しの支払に備えて積み立てている準備金

のうち、保有する共済契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した共済金等の支払相当

額及び共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額の合計額を超える額

二 将来利益（将来の契約者割戻しの額を引き下げることによりリスク対応財源として期待できる

利益をいう。） 直近の五事業年度の契約者割戻準備金繰入額の平均値に相当する額又は直近の

事業年度の契約者割戻準備金繰入額のいずれか小さい額に百分の五十を乗じた額

三 税効果相当額（任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるもの

の額をいう。） 次の算式により得られる額（繰延税金資産（税効果会計（規則第百二条第一項

第二号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。）の適用により資産として計上されるものをい

う。以下同じ。）の額が零である特定共済組合等（繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産か

ら控除された額があるものに限る。）にあっては、零とする。）

ｔ
Ａ×

（１－ｔ）

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

Ａ 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から、剰余金の処分として支出する額及び利益準

備金に積み立てる額並びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額（当該控除した

額が零未満となる場合には、零とする。）

ｔ 繰延税金資産及び繰延税金負債（税効果会計の適用により負債として計上されるものを

いう。以下同じ。）の計算に用いた法定実効税率（財務諸表等規則第八条の十二第一項第

二号に規定する法定実効税率をいう。）

（リスクの合計額）

第十三条 規則第百五十条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として計算した額は、次の算式によ

り計算した額とする。

１ ３ ４ ２ ５リスクの合計額＝［（Ｒ ） ＋（Ｒ ＋Ｒ ） ］ ＋Ｒ2 2 1/2＋Ｒ



備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

一般共済リスク相当額（次条第一項第一号に掲げる額をいう。）１
Ｒ

巨大災害リスク相当額（次条第一項第二号に掲げる額をいう。）２
Ｒ

予定利率リスク相当額（規則第百五十条第二号に掲げる額をいう。）
３

Ｒ

財産運用リスク相当額（規則第百五十条第三号に掲げる額をいう。）
４

Ｒ

経営管理リスク相当額（規則第百五十条第四号に掲げる額をいう。）５
Ｒ

（各リスクの計算）

第十四条 規則第百五十条第一号に掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一 一般共済リスク相当額として、別表第一の上欄に掲げるリスクの種類ごとの同表の中欄に定め

るリスク対象金額に、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき、次

の算式により計算した額
2 2 1/2 2 2 2 2 1/2｛ ［ Ａ＋Ｂ ＋Ｃ ］ ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｈ＋Ｉ） ＋Ｆ ＋Ｇ ＋Ｊ ｝( ( )

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

Ａ 普通死亡リスク相当額

Ｂ 災害死亡リスク相当額

Ｃ 生存保障リスク相当額

Ｄ 災害入院リスク相当額

Ｅ 疾病入院リスク相当額

Ｆ 火災リスク相当額

Ｇ 自動車リスク相当額

Ｈ 傷害リスク相当額

Ｉ その他のリスク（生命及び身体障害（ＡからＨまでのリスクを除く。））相当額

Ｊ その他のリスク（損害（ＡからＩまでのリスクを除く。））相当額

二 巨大災害リスク相当額として、次に掲げるリスク相当額のうちいずれか大きい額

イ 地震災害リスク相当額（関東大震災が再来したときの推定支払共済金額から再共済又は再保

険回収予想額を控除した額）

ロ 風水害リスク相当額（昭和三十四年の台風十五号（伊勢湾台風）に相当する規模の台風が再

来したときの推定支払共済金額から再共済又は再保険回収予想額を控除した額）

２ 規則第百五十条第二号に掲げる額は、責任準備金の予定利率ごとに当該予定利率を別表第二の上

欄に掲げる予定利率の区分により区分し、それぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて得られ

た数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じて得た額を合計し

て計算するものとする。

３ 規則第百五十条第三号イに掲げる額は、リスク対象資産を別表第三の上欄に掲げるリスク対象資

産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額（貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額を

いう。以下同じ。）にそれぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するもの

とする。

４ 規則第百五十条第三号ロに掲げる額は、リスク対象資産を別表第四の上欄に掲げるリスク対象資

産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じ

た額を合計し

て計算するものとする。

５ 規則第百五十条第三号ハに掲げる額は、リスク対象資産を別表第五の上欄に掲げる法人の業務形

態ごとに同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し、当該リスク対象資産の額にそれ

ぞれ同表の下欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

６ 規則第百五十条第三号ニに掲げる額は、次に掲げる額を合計して計算するものとする。

一 再共済又は再保険リスク相当額として別表第六の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下欄に

定めるリスク係数を乗じた額

二 再共済又は再保険回収リスク相当額として別表第七の上欄に掲げるリスク対象金額に同表の下

欄に定めるリスク係数を乗じた額

７ 規則第百五十条第四号に掲げる額は、同条第一号から第三号までに規定するリスク相当額の合計

額に、別表第八の上欄に掲げる対象組合の区分に応じ、同表の下欄に定めるリスク係数を乗じて計

算するものとする。

（貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額）

第十五条 規則第百九十二条第二項及び第三項の行政庁が定めるところにより計算した金額は、貸借

対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

一 規則第百四十五条第一項第二号の異常危険準備金の額



二 将来の共済金等及び契約者割戻しの支払に備えて積み立てている準備金のうち、保有する共済

契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した共済金等の支払相当額及び共済契約者に対

し契約者割戻しとして割り当てた額の合計額を超える額

三 その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金負債に相当

する額

附 則

（施行期日）

第一条 この告示は、規則の施行の日（平成二十年 月 日）から適用する。

（社債等の指定の特例）

第二条 平成十九年四月一日前に取得した社債又は約束手形（金融商品取引法（昭和二十三年法律第

二十五号）第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。）であって取得時における指定格付機関に

よる格付がないもの又はＢＢＢ格相当未満のものについては、第五条第一項の規定は、同項中「取

得時」とあるのを「平成十九年四月一日」と読み替えて適用する。

２ 平成十九年四月一日前に取得した株式であって取得時の直前の事業年度における利益配当率が不

明なもの又は一割未満のものについては、第五条第二項の規定は、同項中「取得時」とあるのを

「平成十九年四月一日」と読み替えて適用する。

別表第一（第十四条第一項第一号関係）

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数

普通死亡リスク 危険共済金額 〇・〇六％

災害死亡リスク 災害死亡共済金額 〇・〇〇六％

生存保障リスク 個人年金共済期末責任準備金額 一％

災害入院リスク 災害入院共済金日額×予定平均給付日数 〇・三％

疾病入院リスク 疾病入院共済金日額×予定平均給付日数 〇・七五％

火災リスク 正味経過危険共済掛金と平均正味発生共済金 三十三％

自動車リスク 額のうちいずれか大きい額 十四％

傷害リスク 二十六％

その他のリスク（生命及 三十四％

び身体障害）

その他のリスク（損害） 三十四％

備考

一 リスク対象金額は、出再額（再共済又は再保険に付した共済金額をいう。）を控除した額と

する。

二 正味経過危険共済掛金は、正味収入共済掛金と前事業年度末未経過共済掛金の合計額から当

該事業年度末未経過共済掛金を控除した額のうち、危険掛金部分に相当する金額をいう。

三 平均正味発生共済金額は大規模災害に係る額を除き、直近三事業年度の正味発生共済金額

（正味支払共済金額と当該事業年度末に積み立てた普通支払準備金の合計額から前事業年度末

に積み立てた普通支払準備金を控除した額をいう。以下同じ。）の平均額をいう。

四 前号の正味支払共済金額とは、各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定し

た共済金の総額（当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再共済金又

は再保険金がある場合には、その金額を控除した金額をいう。）をいう。

五 第三号に規定する大規模災害とは、火災リスクにおける一回の災害に対する正味発生共済金

額が正味経過危険共済掛金の三十三％を上回る災害をいう。

六 その他のリスク（生命及び身体障害）及びその他のリスク（損害）について、共済規程又は

火災共済規程に当該リスクに係る算出方法が記載されている場合には、当該書類に定める方法

により計算した額とする。

別表第二（第十四条第二項関係）

予定利率の区分 リスク係数

〇・〇％を超え二・〇％以下の部分 〇・〇一

二・〇％を超え三・〇％以下の部分 〇・二

三・〇％を超え四・〇％以下の部分 〇・四

四・〇％を超え五・〇％以下の部分 〇・六

五・〇％を超え六・〇％以下の部分 〇・八

六・〇％を超える部分 一・〇

別表第三（第十四条第三項関係）

リスク対象資産の区分 リスク係数



国内株式 十％

外国株式 十％

邦貨建債券 一％

外貨建債券、外貨建貸付金等 五％

不動産（国内土地） 五％

備考

一 外貨建債券、外貨建貸付金等からは、為替予約が付されていることにより決済時における邦

貨額が確定しているもの及び外貨建負債残高を控除する。

二 リスク対象資産からは、子会社等（法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以

下同じ。）に対する出資金及び貸付金を除く。

三 邦貨建債券のうち、財務諸表等規則第八条第二十項に規定するものは除く。

別表第四（第十四条第四項関係）

リスク対象資産の区分 リスク係数

貸付金 ランク１ 〇％

債券 ランク２ 一％

預貯金 ランク３ 四％

ランク４ 三十％

短資取引 〇・一％

備考

一 この表において、「ランク１」、「ランク２」、「ランク３」及び「ランク４」とは、それ

ぞれ次に定めるとおりとする。

イ ランク１ 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び当該機関等の保証するもの並びに

貸付等をいう。

最上級格付を有する国の中央政府、中央銀行及び国際機関(1)

ＯＥＣＤ諸国の中央政府及び中央銀行(2)

我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業(3)

から までに掲げる者の保証するもの(4) (1) (3)

共済契約貸付（共済証書貸付、共済掛金振替貸付）(5)

ロ ランク２ 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び当該機関等の保証するもの並びに

貸付等をいう。

ランク１の に該当しない国の中央政府、中央銀行及び国際機関(1) (1)

外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業(2)

我が国及び外国の金融機関(3)

ＢＢＢ格相当以上の格付を有する者(4)

から までに掲げる者の保証するもの(5) (1) (4)

抵当権付住宅ローン(6)

有価証券、不動産等を担保とする与信(7)

信用保証協会の保証する与信(8)

ハ ランク３ ランク１及びランク２に該当せず、ランク４に掲げる事由が発生していない先

への与信等をいう。

ニ ランク４ 破綻先債権、延滞債権、三月以上延滞債権又は貸付条件緩和債権をいう。

二 貸付金、債券及び預貯金には、未収収益（未収利息）を含む。

三 貸付金には支払承諾見返を含む。

四 リスク対象資産からは、子会社等に対する貸付金を除く。

五 短資取引の相手先が第一号ニに規定するランク４（以下「ランク４」という。）に相当する

状態となった場合には、リスク係数を三十％とする。

別表第五（第十四条第五項関係）

法人の業務形態 リスク対象資産の区分 リスク係数

子会社等 国内会社 株式 十％

貸付金 一・〇％

海外法人 株式 一五％

貸付金 六・〇％

国内会社及び海外法人にかかわらずランク４に該 株式 百％

当する子会社等 貸付金 三十％

備考



海外法人に対する邦貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の

貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。

別表第六（第十四条第六項第一号関係）

リスク対象金額 リスク係数

規則第百四十四条第三項に基づいて積み立てないこととした支払準 一％

備金及び規則第百四十八条に基づいて積み立てないこととした責任

準備金

備考

一 自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。

二 共済の種類ごとに出再割合（再共済又は再保険に付した共済契約の元受共済契約に対する割

合をいう。）が五十％を超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク対象金額につ

いてリスク係数を二％とする。

別表第七（第十四条第六項第二号関係）

リスク対象金額 リスク係数

未収再共済・再保険勘定（自動車損害賠償責任共済に係る額を除 一％

く。）

別表第八（第十四条第七項関係）

対象組合の区分 リスク係数

当期未処理損失を計上している共済事業実施組合 三％

右記以外の組合 二％


